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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

(業務の適正を確保するための体制)

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制は、以下のとおりであります。

１. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制

(1) 当社は、コンプライアンスの周知徹底を図り、取締役および使用人が職務

の執行にあたり、法令、定款および社内規程を遵守する体制を構築する。

(2) 当社は、監査役会（過半数以上は社外監査役とする）を設置し、取締役の

職務の執行についてコンプライアンスの観点から適時監査する。

(3) 内部監査室は、監査を通して重大な法令違反その他定款、社内規程に違反

する行為若しくはそのおそれがある行為を発見したときは、管理部門と連

携し担当取締役に報告する。担当取締役は取締役会および監査役に報告

し、適切に対応する。

(4) 内部通報制度を設け、コンプライアンス体制の強化を図る。

(5) 当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求に対しては、

必要に応じて外部機関（警察および弁護士等）と連携し、法的対応を含め

毅然と対応する。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る重要な意思決定および報告等に関する情報は、法

令および社内規程に基づき適切に保存・管理する。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 事業活動を遂行する上で生じるリスクに対して、管理部門と内部監査室が

連携して適時リスク管理状況を監視し、リスク管理・コンプライアンス委

員会に報告の上、主要な内容について取締役会に報告する。

(2) 各事業・機能部門の長は、所管業務に付随するリスクの状況を管理し、未

然防止、再発防止に努め、重大なリスクの発生のおそれがある場合は、速

やかに担当取締役に報告し、必要に応じて取締役会に報告する。
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(3) 大規模災害など緊急かつ重大なリスクが発生した場合に備え、事業継続計

画（BCP）を定め、事業の継続を確保するための体制を整備する。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 中期経営計画および年度計画を策定の上、達成すべき目標を明確にし職務

を執行する。また、定期的に計画の達成状況を取締役会で検証する。

(2) 取締役会および経営会議を定期的に開催し、経営効率の向上と意思決定の

迅速化を図る。

５. 当社およびその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

(1) 当社の経営理念および内部統制システムの推進体制を当社およびグループ

で共有し、グループ全体のリスク管理・コンプライアンス体制の構築に努

める。

(2) 関係会社担当部門は、グループ各社の事業状況、財務状況、その他重要な

事項について定期的な報告を受けるとともに、内部監査室および管理部

門、監査役が連携して業務の適正性を確保する。

(3) 当社はグループ会社に取締役または監査役を派遣し、業務執行の状況を把

握するとともに、十分な監査を行う。

(4) 内部通報制度はグループ各社にも適用する。

６. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項な

らびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1) 監査役がその職務を補助する使用人を求めた場合は、必要な人員を配置す

る。

(2) 監査役は当該使用人に対して、監査業務に必要な事項を指示することがで

きる。

(3) 内部監査室は監査役と連携を密にし情報の共有と交換に努める。

(4) 当該使用人の任命・異動等の決定には、その独立性を確保するため、事前

に監査役の同意を得るものとする。
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７. 当社および子会社の取締役および使用人が当社の監査役に報告するための体

制その他の監査役への報告に関する体制ならびに当該報告をしたことを理由

として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 当社および子会社の取締役および使用人は、監査役の要請に応じて必要な

報告および情報提供を行う。

(2) 当社および子会社の取締役および使用人は、当社またはグループ会社に重

大な損失を与える事項が発生しまたは発生のおそれがあるとき、または重

大な法令違反その他社内規程に違反する行為を発見したときは、速やかに

監査役に報告する。

(3) 当社は、内部通報制度による通報を含めて監査役に報告した者に対し、当

該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いは行わない。

８. 監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関す

る事項

　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し会社法第388条に基

づく費用の前払い等を請求したときは、当該費用が監査役の職務の執行に必要

でないと認められた場合を除き、これに応じるものとする。

９. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 経営からの独立性を保ちつつ、監査役監査の環境を整備するよう努める。

(2) 監査役会は社長との間で定期的に意見交換を行う。

(3) 監査役は監査法人および内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通およ

び効果的な監査業務の遂行を図る。
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(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)

　当社は、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づき、体制の

整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要

は、以下のとおりであります。

１. 取締役の職務の執行について

　当社の取締役会は、社外取締役２名を含む取締役５名で構成され、社外監査役

３名も出席し開催しております。原則として月１回の定例取締役会を開催し、取

締役会規程ならびに取締役会付議事項の定めに従い、経営の基本方針や経営計画

の策定等重要事項の審議および業務執行の状況確認等を行っております。社外取

締役が出席することにより、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を

強化しております。

　また、各取締役は経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、経営戦略や経

営課題等重要事項の審議を行い、取締役会の意思決定を補完しております。

２. 監査役の職務の執行について

　当社の監査役会は、社外監査役３名で構成され、原則として月１回の定例監

査役会を開催し、監査に関する重要な事項の決議・報告・協議を行っておりま

す。

　各監査役が取締役会に出席するとともに、常勤監査役が経営会議をはじめと

する重要な会議に出席して、他の監査役にも積極的な情報の提供を行うなど、

取締役の職務の執行を監査しております。

　また、監査法人および内部監査室と連携を密にするとともに情報の共有と交

換に努め、効果的な監査業務を遂行しております。

３. コンプライアンス体制について

　当社はコンプライアンス規程を定め、当社グループの社員に対し、会議や研

修を通してコンプライアンスの重要性を徹底し、法令や定款を遵守するための

取組みを継続的に行っております。万が一、法令違反その他社内規程に違反し

た行為を発見した場合は、速やかに監査役に報告する体制を整えております。

　また、内部通報制度を設けグループ各社に適用し、コンプライアンス体制の

強化を図っております。
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４. リスク管理体制について

　当社は、グループの事業活動に伴う多様なリスクの発生を防ぎ、リスクの顕

在化時に生じる損失を最小限に留めることを目的として、リスク管理規程を定

めリスク管理体制の強化を進めております。安全衛生面では、リスクアセスメ

ントをはじめ労働安全推進会議、安全大会、５Ｓ＋２Ｓ定期巡視などを実施し

ております。

　「日本ルツボBCP」を策定し、大規模地震や火災を想定した非常時の訓練を

実施するとともに、策定内容と緊急時の体制については毎年見直しをしており

ます。新型インフルエンザ同様、新型コロナウイルス感染症流行に対し、従業

員の感染リスクを最小限にとどめる予防対策を講じ、事業継続計画（BCP）の

一環として不測の事態発生時の安定した経営を目指すために、事業継続計画

（BCP）で想定する感染症対策に新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ

（新型）編を整備策定しております。

　また、当社の経営に重大な影響を与える可能性のある不測の事態が発生した

場合に備え、社長を委員長とするリスク管理・コンプライアンス委員会で定期

的に十分な討議を行うなど、損害・影響等を最小限に留める体制を整備してお

ります。

５. グループ管理体制について

　当社は、経営方針および内部統制システムの推進体制をグループで共有し、

グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努めております。

　グループ各社に取締役または監査役を派遣し、グループ各社の取締役会や会

議を通して定期的な報告を受けて業務執行の状況を把握するとともに、管理部

門および内部監査室と連携して管理体制の強化に努めております。
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連結株主資本等変動計算書(2025年４月１日から2026年３月31日まで) (単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 704,520 85,474 4,490,635 △161,298 5,119,331

過年度修正による累
積的影響額

△73,106 △73,106

遡及処理後期首残高 704,520 85,474 4,417,529 △161,298 5,046,224

当期変動額

剰余金の配当 △114,371 △114,371

親会社株主に帰属
する当期純利益

426,606 426,606

持分法適用範囲の
変動

4,226 4,226

自己株式の処分 12,187 12,187

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 316,461 12,187 328,649

当期末残高 704,520 85,474 4,733,990 △149,111 5,374,874

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 445,696 44,678 490,374 5,609,706

過年度修正による累
積的影響額

44,794 44,794 △28,312

遡及処理後期首残高 490,490 44,678 535,168 5,581,393

当期変動額

剰余金の配当 △114,371

親会社株主に帰属
する当期純利益

426,606

持分法適用範囲の
変動

4,226

自己株式の処分 12,187

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

338,359 △44,678 293,681 293,681

当期変動額合計 338,359 △44,678 293,881 622,330

当期末残高 828,849 － 828,849 6,203,724

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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・市場価格のない株式等

　以外のもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法を

採用しております（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

　連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社　　５社　アジア耐火株式会社、眞保炉材工業株式会社

日本ピーシーエス株式会社、有限会社三友築炉

株式会社中橋保温工業所

なお、株式会社中橋保温工業所を当連結会計年度において新規取得したため、当連結

会計年度より同社を連結の範囲に加えております。

② 非連結子会社　１社　日坩商貿（上海）有限公司

連結の範囲から除外した上記の非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算

書類に重要な影響を及ぼしておりません。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した関連会社　０社

② 持分法を適用していない非連結子会社１社（日坩商貿（上海）有限公司）及び関連会

社１社（ルミコ社）

持分法非適用の非連結子会社および関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う

額）および利益剰余金（持分に見合う額）等の観点からみて、いずれも小規模であ

り、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準および評価方法

ア 有価証券

その他有価証券

イ デリバティブ取引………………時価法を採用しております。

ウ 棚卸資産

商品、製品、仕掛品……………総平均法による原価法により評価しております（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）。

未成工事支出金…………………個別法による原価法により評価しております（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
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法により算定）。

原材料、貯蔵品…………………主として移動平均法による原価法により評価してお

ります(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産の減価償却は、原則として定率法によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、連結子会社

が所有する一部資産および2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少

額固定資産につきましては、３年間で均等償却する方法によっております。

イ 無形固定資産（リース資産を除く）

　無形固定資産の減価償却は、定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社

利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

ウ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

ア 貸倒引当金

　売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

イ 賞与引当金

　従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上し

ております。

ウ 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支払に備えるため、当連結会計年度末における支給見

込額に基づき計上しております。

エ 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職金規程に基づく当連結会計年度末

要支給額を計上しております。

オ 役員株式給付引当金

　役員株式給付規程に基づく役員への当社株式等の給付に備えるため、当連結会計年

度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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④ 退職給付に係る会計処理の方法

　当社および連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職

給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し

ております。

⑤ 収益及び費用の計上基準

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収

益認識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約束した財又はサービス

の支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる

金額で収益を認識しております。主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を

認識する時点は以下のとおりであります。

（耐火物事業）

　耐火物事業においては、主に黒鉛坩堝・定形耐火物及び不定形耐火物の製造販売、

鋳物材料の仕入販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き

渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品の引渡の一時点にお

いて顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点

で収益を認識しております。ただし、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項の

要件を満たすものについては、出荷時に収益を認識しています。

（エンジニアリング事業）

　エンジニアリング事業においては、主に各種工業炉の設計施工及び付帯する機器類

の販売、築炉工事請負等を行っており、顧客との請負工事契約等に基づいて役務を提

供する履行義務を負っております。一定の期間にわたり充足される履行義務について

は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間に

わたり認識しております。一定の期間にわたり充足されるものでない場合には、一時

点で充足される履行義務として工事が完了した時点で収益を計上しております。

　なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に

測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）で算出して

おります。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲

でのみ収益を認識しております。

　これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概

ね１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法

ア ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用しております。

イ ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ. ヘッジ手段……デリバティブ取引（金利スワップ取引）
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ｂ. ヘッジ対象……借入金の金利

ウ ヘッジ方針

　　　支払利息の固定化を目的とするものに限定しており、投機目的のデリバティブ取

引は行っておりません。

エ ヘッジ有効性評価の方法

　　　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため、有効性の評価を

省略しております。

⑦ のれんの償却方法および償却期間

のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、５年間及び15年間の定額法により

償却を行っております。

２. 会計上の見積りに関する注記

　当社グループの連結計算書類の作成にあたり、重要な会計上の見積りの内容は、次のとおりで

す。

(1) 棚卸資産の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

棚卸資産　　　　　　　　　　1,570,820千円

売上原価（棚卸資産評価損）　　　5,458千円

棚卸資産評価損は戻入との純額を記載しております。

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　　棚卸資産は主に耐火物事業で使用する商品、製品及びその原材料であり、商品及び製品の

サイズや材質は得意先や用途により異なるため、多品種の在庫を保有しております。

　　当社グループは、棚卸資産について、販売価格が低下した場合には帳簿価額を時価まで切

り下げております。さらに、商品及び製品については、直近で動きのない在庫について期間

に応じて評価損を計上しております。評価損の計上は洗替法を採用しております。

　　なお今後の経営環境の変化により得意先の設備更新計画に大幅な変化が生じた場合には、

翌連結会計年度の連結計算書類に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 繰延税金資産

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

111,848千円

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　　当社グループは、企業会計上の資産・負債と税務上の資産・負債との差額である一時差異

等について税効果会計を適用し、繰延税金資産および繰延税金負債を計上しております。繰

延税金資産の回収可能性については、将来の合理的な見積り可能期間内の課税所得の見積額

を限度として、当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき判断しておりま

す。

　　なお今後の経営環境の変化により得意先の設備更新計画に大幅な変化が生じた場合には、
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現金及び預金（定期預金） 20,000千円

建物及び構築物 484,530千円

土地 10,629千円

株 式 の 種 類
当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 7,045,200株 －株 －株 7,045,200株

株 式 の 種 類
当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 417,355株 －株 18,900株 398,455株

決 議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2025年６月25日
定 時 株 主 総 会

普通株式 114,371千円  利益剰余金 17円 2025年３月31日 2025年６月26日

翌連結会計年度の連結計算書類に影響を及ぼす可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の金額は減価償却累計額8,195,339千円を控除しております。

(2) 担保に供している資産および担保に係る債務

　上記物件は、長期借入金（一年内返済予定分を含む）65,600千円、短期借入金460,000

千円の担保に供しております。

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数には、「役員株式給付信託（ＢＢＴ）」が保有する当社株式

81,000株が含まれております。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等
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決 議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2026年６月25日
定 時 株 主 総 会

普通株式 121,099千円  利益剰余金 18円 2026年３月31日 2026年６月26日

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券(*2) 1,512,607 1,512,607 －

資産計 1,512,607 1,512,607 －

長期借入金（１年内返済予定分
を含む）

1,252,684 1,233,708 △18,975

負債計 1,252,684 1,233,708 △18,975

デリバティブ取引 － － －

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの

　　　2026年６月25日開催の第186回定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事

項を次のとおり提案しております。

５. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　　　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの

借入により資金を調達しております。

　　　売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの信用調査、期日管理および残高管理を

定期的に行いリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式

については時価の把握を行っております。

　　　支払手形及び買掛金は、通常の営業活動に伴い生じたものであり、1年以内の支払期日

であります。

　　　借入金の使途は運転資金（主として短期）および設備投資資金（長期）であり、一部の

長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実

施しております。なお、デリバティブ取引は、金利変動リスクを回避するために利用して

おり、投機的な取引は行わないことにしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　　　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、

次のとおりであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

(*1) 「現金及び預金」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電

子記録債務」、「短期借入金」については、現金であること、及び預金、電子記録債

権、売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は短期間で決済されるた

め時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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区分 当連結会計年度（千円）

非上場株式 90,920

出資金 285,541

関係会社出資金 24,870

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 1,512,607 － － 1,512,607

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（1年内返済

予定分を含む）
－ 1,233,708 － 1,233,708

(*2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対

照表計上額は以下の通りであります。

（3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ

り算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され

ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体

として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載してお
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連結貸借対照表計上額 時　　価

888,904千円 5,107,426千円

ります（下記「長期借入金」参照）。

長期借入金（1年内返済予定分を含む）

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており

ます。

６. 賃貸等不動産の時価等に関する注記

　当社は、東京都において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）を有しております。また、

大阪府において、賃貸倉庫（土地を含む）を有しております。

　当該賃貸等不動産の2026年３月31日現在の連結貸借対照表計上額および時価は次のとおりで

あります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２. 当連結会計年度末の時価は、鑑定評価額および固定資産税評価額を基に合理的に調整

した価額を使用しております。
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報告セグメント
その他

（注）
合計

耐火物
エンジニア

リング
不動産事業 計

鉄鋼

鋳造

工業炉

環境・工事

その他

955,532

3,869,567

－

378,526

－

－

448,222

1,476,759

2,241,938

－

－

－

－

－

102,480

955,532

4,317,790

1,476,759

2,620,464

102,480

－

－

－

－

471,061

955,532

4,317,790

1,476,759

2,620,464

573,541

顧客との契約か

ら生じる収益 5,203,625 4,166,920 102,480 9,473,026 471,061 9,944,088

その他の収益 － － 276,834 276,834 － 276,834

外部顧客への売上高
5,203,625 4,166,920 379,314 9,749,860 471,061 10,220,922

契約負債（期首残高） 21,768千円

契約負債（期末残高） 17,624千円

７．収益認識に関する注記

　(1)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、塗料循環装置事

業を含んでおります。

　(2)　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)会計方針に関

する事項　⑤収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

　(3)　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関

係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると

見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

　①契約資産及び契約負債の残高等

契約負債は主に、エンジニアリング事業に係る前受金であります。
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１株当たり純資産額 933円35銭

１株当たり当期純利益 64円25銭

　②残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契

約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しておりま

す。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありま

せん。

８. １株当たり情報に関する注記
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株主資本等変動計算書(2025年４月１日から2026年３月31日まで) (単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当準備
積立金

圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 704,520 56,076 24,774 80,850 163,380 10,000 47,707 780,661 2,917,993 3,919,742

過年度修正によ
る累積的影響額

遡及処理後期首
残高

704,520 56,076 24,774 80,850 163,380 10,000 47,707 780,661 2,917,993 3,919,742

当期変動額

剰余金の配当 △114,371 △114,371

当期純利益 283,700 283,700

自己株式の処
分

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － － － 169,329 169,329

当期末残高 704,520 56,076 24,774 80,850 163,380 10,000 47,707 780,661 3,087,322 4,089,072

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △161,298 4,543,814 445,405 445,405 4,989,219

過年度修正によ
る累積的影響額

44,794 44,794 44,794

遡及処理後期首
残高

△161,298 4,543,814 490,199 490,199 5,034,013

当期変動額

剰余金の配当 △114,371 △114,371

当期純利益 283,700 283,700

自己株式の処
分

12,187 12,187 12,187

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

338,486 338,486 338,486

当期変動額合計 12,187 181,517 338,486 338,486 520,003

当期末残高 △149,111 4,725,331 828,685 828,685 5,554,017

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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市場価格のない株式等以

外のもの

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法を採用してお

ります（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）。

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

子会社株式および関連会社株式…………移動平均法に基づく原価法を採用しております。

その他有価証券

② デリバティブ取引………………時価法を採用しております。

③ 棚卸資産

　商品、製品、仕掛品……………総平均法による原価法により評価しております（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）。

　未成工事支出金…………………個別法による原価法により評価しております（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）。

　原材料、貯蔵品…………………移動平均法による原価法により評価しております（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産の減価償却は、原則として定率法によっております。

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、および2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額固定資産につきましては、３年間で均等償

却する方法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　無形固定資産の減価償却は、定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用

分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　売掛金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

② 賞与引当金

　従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しておりま

す。

③ 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基

づき計上しております。

④ 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しております。

　なお、当社は退職給付債務を簡便法（期末自己都合要支給額）により計算しておりま

す。

⑤ 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職金規程に基づく当事業年度末要支給額

を計上しております。

⑥ 役員株式給付引当金

　役員株式給付規程に基づく役員への当社株式等の給付に備えるため、当事業年度末にお

ける株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認

識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客

に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識

しております。主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下の

とおりであります。

（耐火物事業）

　耐火物事業においては、主に黒鉛坩堝・定形耐火物及び不定形耐火物の製造販売、鋳物

材料の仕入販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行

義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品の引渡の一時点において顧客が当

該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識して

おります。ただし、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項の要件を満たすものにつ

いては、出荷時に収益を認識しています。
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（エンジニアリング事業）

　エンジニアリング事業においては、主に各種工業炉の設計施工及び付帯する機器類の販

売、築炉工事請負等を行っており、顧客との請負工事契約等に基づいて役務を提供する履

行義務を負っております。一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務

の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識してお

ります。一定の期間にわたり充足されるものでない場合には、一時点で充足される履行義

務として工事が完了した時点で収益を計上しております。

　なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定

できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）で算出しておりま

す。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益

を認識しております。

　これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１

年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップにつ

いては、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ア. ヘッジ手段……デリバティブ取引（金利スワップ取引）

イ. ヘッジ対象……借入金の金利

③ ヘッジ方針

　支払利息の固定化を目的とするものに限定しており、投機目的のデリバティブ取引は行

っておりません。

④ ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため、有効性の評価を省略し

ております。

２. 表示方法の変更に関する注記

　前事業年度において、固定資産「その他」に含めて表示していた「出資金」は、金額的重要性

が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

３. 会計上の見積りに関する注記

　当社の計算書類の作成にあたり、重要な会計上の見積りの内容は、次のとおりです。

(1) 棚卸資産の評価

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

棚卸資産　　　　　　　　　　1,409,581千円
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建物 470,789千円

構築物 13,740千円

土地 10,629千円

短期金銭債権 11,004千円

短期金銭債務 164,870千円

売上高 123,048千円

仕入高 466,937千円

売上原価（棚卸資産評価損）　　　7,167千円

棚卸資産評価損は戻入との純額を記載しております。

② 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　　棚卸資産は主に耐火物事業で使用する商品、製品及び原材料であり、商品及び製品のサイ

ズや材質は得意先や用途により異なるため、多品種の在庫を保有しております。

　　当社は、棚卸資産について、販売価格が低下した場合には帳簿価額を時価まで切り下げて

おります。さらに、商品及び製品については、直近で動きのない在庫について期間に応じて

評価損を計上しております。評価損の計上は洗替法を採用しております。

　　なお今後の経営環境の変化により得意先の設備更新計画に大きな変化が生じた場合には、

翌事業年度の計算書類に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 繰延税金資産

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

 68,980千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　当社は、企業会計上の資産・負債と税務上の資産・負債との差額である一時差異等につい

て税効果会計を適用し、繰延税金資産および繰延税金負債を計上しております。繰延税金資

産の回収可能性については、将来の合理的な見積り可能期間内の課税所得の見積額を限度と

して、当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき判断しております。

　　なお今後の経営環境の変化により得意先の設備更新計画に大きな変化が生じた場合には、

翌事業年度の計算書類に影響を及ぼす可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の金額は減価償却累計額7,709,294千円を控除しております。

(2) 担保に供している資産および担保に係る債務

　上記物件は、長期借入金(一年内返済予定分を含む）45,600千円、短期借入金460,000千円

の担保に供しております。

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

５. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 営業取引による取引高
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販売費及び一般管理費 1,602千円

(2) 営業取引以外の取引高 17,290千円

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 417,355株 －株 18,900株 398,455株

６. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数には、「役員株式給付信託（ＢＢＴ）」が保有する当社株式

81,000株が含まれております。
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繰延税金資産

退職給付引当金 345,158千円

役員退職慰労引当金 12,671千円

貸倒引当金 38千円

賞与引当金 63,771千円

ゴルフ会員権評価損 14,412千円

株式評価損 3,503千円

出資金評価損 9,154千円

棚卸資産評価損 24,387千円

資産除去債務 24,716千円

その他 47,143千円

繰延税金資産小計 544,955千円

評価性引当額 △75,279千円

繰延税金資産合計 469,676千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △378,613千円

資産除去債務に対応する除去費用 △7,044千円

圧縮積立金 △15,037千円

繰延税金負債合計 △400,695千円

繰延税金資産の純額 68,980千円

７. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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（単位　千円）

属 性 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)の割合

関 係 内 容 取 引 の 内 容
（注１）

取引金額
（注２）

科 目
期末残高
（注２）役員の兼任等 事業上の関係

子会社
ア ジ ア 耐 火
株 式 会 社

直接　100％ 役員の兼任 製品の購入
不定形耐火物
製品の購入

312,454 買掛金 129,427

１株当たり純資産額 835円60銭

１株当たり当期純利益 42円73銭

８. 関連当事者との取引に関する注記

取引条件および取引条件の決定方針等

（注１) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上

で決定しております。

（注２) 取引金額には、消費税等を含めておりません。

期末残高には、消費税等を含めております。

９．収益認識に関する注記

（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　７．収益認

識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記
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